
住所・
所在地

氏名・名称
（代表者）

連絡先

事業内容等

事業タイプ
（どちらかに〇）

事業実施地区
(人・農地プラン名等)

整　備　内　容
（機械設備名等）

規　模
（ＰＳ、○条植、○条刈等）

使用目的等(何に使うのか、
対象面積、今後どれくらい
に拡大するのか、今はどの

ようにしているのか)

着工（契約）予定年月日

機械・設備等
使用開始予定年月日

事　業　費（消費税10％込み）
※見積書・カタログの写し等を

添付願います。

融資を受ける予定の金融機
関名（※） 日本政策金融公庫 償還予定期間 　　　　　　　　　10　年

融資資金名
(一般資金、スーパーL資金

等)
スーパーL資金

融資主体型補助事業の
場合、融資を受ける予定
の金額(※)

　　　5,000,000　円

事業実施予定年の消費税
の課税区分

裏面も記入してください。

令和　　6　年　　　9　月　　　25　日ごろ

１２，３４５，６７８円

本則課税　　・　　簡易課税　　・　　免税

（※）対象となる融資は、農協、日本政策金融公庫、銀行、信用金庫等が対象になります。
　　　消費者金融やファイナンス会社の融資は対象になりません。

（※）補助金を上限である事業費の3割受けようとする場合、融資は補助金額以上の金額を受ける必要
　　　があります。(例：事業費1000万円、補助金300万円の場合⇒融資額は300万円以上必要）

（※）対象となる事業の内容については、パンフレット「令和4年度　農地利用効率化等支援交付金」の３
ページにある項目をご覧ください。（市ホームページに掲載しています）

【融資主体型補助事業】

　　融資主体支援タイプ　　　・　　　先進的農業経営確立支援タイプ

○○○町・○○町

①田植機　１台
②トラクタ　１台
③ビニールハウス　〇棟　　等

①○条植
②○PS
③○ｍ×〇ｍ　　等

田植機とトラクタは、現状の水稲作付面積〇haから〇haに拡大を予定し
ており、現有の機械では○haまでしか対応できないことから、拡大更新
する。
また、麦を耕作していた農地の〇haでホウレンソウを栽培するためのハ
ウスを建てる。

令和　　6　年　　　8　月　　　20　日ごろ(R6年度中の日付となります)

令和6年度 農地利用効率化等支援交付金　要望調査報告書（R5.9月時点）

（旧：強い農業・担い手づくり総合支援交付金）

彦根市元町４番２号

彦根　太郎

電話番号
FAX番号
メールアドレス

※今後、国による要綱制定等により、変更される場合があります。

複数のプランにまたがる事業の場

合は、実施地区を併記してください。
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【必須目標】　☑①付加価値額の拡大

【選択目標】　□②農産物の価値向上　　□③単位面積あたりの収量の増加

　　　　　　　　 □④経営コストの縮減 ※②～④のうち１つ以上をチェックしてください

【事業関連取組目標】⑤～⑨

□⑤経営面積の拡大 □⑥労働時間の縮減 □⑦経営管理の高度化 □⑧農作業の共同化

□⑨他産業との連携

【必須目標】

①付加価値額の拡大

ア 現状ポイント □a　300万円以上 □ｂ　600万円以上

イ 付加価値額の拡大率目標ポイント　　　※目標年度における直近年からの増加率

□a　３％以上 □b　１０％以上 □c　１５％以上 □d　２０％以上

□e　３０％以上
□ｆ　４０％以上
（先進タイプのみ）

□ｇ　５０％以上
（先進タイプのみ）

ウ　付加価値額の増加額目標ポイント　※目標年度における直近年からの増加額

□a　100万円以上 □b　200万円以上 □c　300万円以上 □d　400万円以上

□e　500万円以上
□ｆ　700万円以上
（先進タイプのみ）

□ｇ　1000万円以上
（先進タイプのみ）

□②経営面積の拡大 □③労働時間の縮減
　　（現状より10％以上）

□④経営管理の高度化
(目標年度までに法人化予
定、青色申告の実施、BCP
の作成、G/ASIA GAP取得
のいずれか)
※既に実施済みも可

□④経営管理の高度化
（温室効果ガスの削減、もしく
は化学農薬、化学肥料の削
減、有機JASの認証）

□⑤新規就農 □⑥農業者の育成 □⑦女性の取組 □⑧輸出事業計画との連携

□⑨農作業の共同化
□⑩他産業との連携
（先進タイプのみ）

□⑪多様な人材の育
成・確保（先進タイプの
み）

　「農地利用効率化等支援交付金実施要綱 別記　別表7-1」の配分基準表を
ご覧いただいたうえで以下のチェックをお願いいたします。

○自らが取り組む成果目標についてチェックしてください。
※過去に経営体育成支援事業、強い農業担い手づくり総合支援事業、担い手確保・経
営強化支援事業に取り組まれている方は、過去の目標を達成していないと、事業に取り
組むことはできません。

○あてはまる項目（配分基準）にすべてチェックしてください。

不明なことがある場合、農林水産課の担当（大橋）まで問い合わせください。

✔

✔✔

✔

✔

✔

✔

✔
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